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※次ページ以降の自己点検シート右欄「根拠・『介護報酬の解釈』参照頁・
　確認書類」における関係法令などの略称は、下記のとおりです。

【主な関係法令等】

・介護保険法（平成9年法律第123号）
・介護保険法施行令（平成10年政令第412号）
・介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）

【基準・解釈通知一覧】
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確認事項 適 否 根拠条文・確認書類等

総則　指定地域密着型サービスの事業の一般原則
１　暴力団員の排除

　法人の役員及び管理者が、岡山市暴力団排除基本条例（平成２４年
市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員ではないか。

適 否

【条例第3条】
【予防条例第3条】
 市解釈通知第1の4(3)

２　虐待防止責任者の設置及び虐待防止研修の実施
(1)　虐待防止責任者を選任しているか。 適 否 市解釈通知第1の4(4)

(2)　従業者に対して、「高齢者虐待防止法」の趣旨及び内容
   を十分に踏まえた研修を実施しているか。

適 否

(3)　利用者の居宅において虐待を発見した場合は、地域包括
   支援センター等に通報しているか。        事例の有・無

適 否

３　介護保険等関連情報等の活用の実施 適 否

　介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他
必要な情報を活用し、適切かつ有効なサービス提供を実施している
か。

適 否

【条例第3条】
【予防条例第3条】

 ４　地域包括支援センターとの連携
　地域包括支援センターから求めがあった場合には、地域ケア会議に
参加し、又は地域包括支援センターの行う包括的支援事業その他の事
業に協力しているか 。     事例の有・無

適 否

市解釈通知第1の4(5)

第１　基本方針

事業運営の方針は、次の基本方針に沿ったものとなっているか。
　「指定小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者につい
　　て、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、
　　若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な
　　環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等
　　の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこ
　　とにより、利用者がその有する能力に応じその居宅にお
　　いて自立した日常生活を営むことができるようにする」
　「指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利
　　用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠
　　点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点におい
　　て、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排
　　せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能
　　訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を
　　図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指
　　す」

適 否

【条例第83条】
【予防条例第44条】
赤P569.1216
 ・運営規程

第２　人員に関する基準
１　従業者の員数等
 【サテライト型以外】

(1)　事業所ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に小
   規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護従業者を、常勤
   換算方法で、通いサービス利用者の数が３又はその端数を
   増すごとに１以上、訪問サービスの提供に当たる介護従業
   者を１以上としているか。
 　（介護従業者をそれぞれ固定するということではなく、従
     業者全体で通いサービス及び訪問サービスを行う。）

適 否

【条例第84条】
 【予防条例第45条】
  赤P570～573
    P1216～1218
 ・勤務体制一覧表
 ・出勤簿(ﾀｲﾑｶｰﾄﾞ)
 ・給与台帳

(2)　夜間及び深夜勤務を行う介護従事者は、夜間及び深夜の
   時間帯を通じて１以上とするほか、宿直勤務を行わせるた
   めの必要数となっているか。（随時の訪問サービスに支障
   がない体制であれば、宿直職員は事業所内で宿直する必要
   はない。）

適 否

・資格証
 ・研修修了証
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確認事項 適 否 根拠条文・確認書類等

(3)　(1)の利用者数は、前年度の平均値としているか。
 　　新規に指定を受けた場合は、適正な推定数により算定し
   ているか。
    (６月未満・・３以上の数で、指定の際に事業者からあら
     かじめ届けられた通いサービスの利用見込数）
 　（６月以上１年未満・・・直近６月の通いサービス利用者
     平均）

適 否

(4)　介護従業者のうち１以上の者は、常勤となっているか。 適 否

(5)　介護従業者のうち１以上の者は、看護師又は准看護師か。 適 否

(6)　登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅
   介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を配置して
   いるか。
 　  ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該小規模
   多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷
   地内の特養、老健、ＧＨ等に従事することは差し支えな
   い。

適 否

(7)　介護支援専門員は、都道府県及び指定都市が実施する
   「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」を修了
   しているか。

適 否

 【サテライト型】

(1)　事業者は、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又
   は福祉に関する事業について、３年以上の経験を有してい
   るか。

適 否

(2)　本体事業所（小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小
   規模多機能型居宅介護事業所）は、事業開始から１年以上
   の実績があるか。
 　  または、本体事業所の登録者数が登録定員の１００分の
   ７０を超えたことがあるか。

適 否

(3)　本体事業所と密接な連携が確保できるよう、本体事業所
   との距離は，自動車等で２０分以内の近距離か。

適 否

     本体事業所1か所につき、サテライト事業所は２か所以
   内か。
 　　→以下について記載。
 　　・本体事業所の事業運営期間（　　年　　か月）
 　　・本体事業所からの移動時間　（　　　分程度）
 　　・本体事業所の他のサテライト事業所数（　か所）

適 否

(4)　夜間及び深夜の時間帯以外に介護従事者の員数は、通い
   サービスの利用者数が３又はその端数を増すごとに１以上
   配置しているか。

適 否

(5)　訪問サービス従業者は、１以上配置しているか。（常勤
   換算１以上ではない。）
 　※本体事業所の訪問サービスと一体的に提供することがで
     きる。

適 否

(6)　夜間及び深夜の時間帯の夜勤の員数１以上に加え、宿直
   １以上を配置しているか。
 　  →　否の場合、本体事業所の宿直職員がサテライト事業
       所の登録者の訪問サービス要請に対応できているか。

適 否

(7)　看護師又は准看護師を配置しているか。
 　  →　否の場合、本体事業所の看護師又は准看護師により
       適切な健康管理が行えているか。

適 否

(8)　居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の
   作成に専ら従事する介護支援専門員を配置しているか。
 　  →　否の場合、本体事業所の介護支援専門員により、サ
       テライト事業所の登録者の居宅サービス計画の作成が
       適切に行われているか。
     また、小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事す
   る者に「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」
   修了者を配置しているか。

適 否
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確認事項 適 否 根拠条文・確認書類等

(9)　サテライト事業所の宿泊サービス利用者に対し、本体事
   業所で宿泊サービスを行うことはあるか。
　   →サービス提供の有無（　有　・　無　）
 　有の場合、利用者と本体事業所の従業員と交流方法等を記載す
る。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             ）

適 否

２　管　理　者
【サテライト型・サテライト型以外】

(1)　事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者をお
   いているか。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、
   当該小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、
   又は他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支え
   ない。

適 否

【条例第85条】
 【予防条例第46条】
赤P574.1218.1219
・勤務体制一覧表
・出勤簿(ﾀｲﾑｶｰﾄﾞ)

(2)　管理者は、訪問介護員等として３年以上認知症高齢者の
   介護に従事した者であるか。

適 否
・給与台帳
・資格証

(3)　都道府県及び指定都市が実施する「認知症対応型サービ
   ス事業管理者研修」を受講しているか。（みなし措置あ
   り）

適 否

・研修修了証

【サテライト型】

(1)　本体事業所の管理者をもって充てている場合、管理上支
   障がないか。

適 否

３　代　表　者

(1)　事業者の代表者又は地域密着型サービスの事業部門の責
   任者などは、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセン
   ター、介護老人保健施設，指定認知症対応型共同生活介護
   事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症であ
   る者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービ
   ス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験があるか。

適 否

【条例第86条】
 【予防条例第47条】
赤P575.576.1219
 ・経歴書
 ・研修修了証

(2)　次のいずれかの研修を修了しているか。
 　・　痴呆介護実務者研修（基礎課程又は専門課程）
 　　　（平成16年度まで実施）
 　・　認知症介護実践者研修又は実践リーダー研修
       （平成17年度実施）
 　・　認知症高齢者グループホーム管理者研修
       （平成17年度実施）
 　・　認知症介護指導者研修（平成17年度まで実施）
 　・　認知症高齢者グループホーム開設予定者研修
 　・　認知症対応型サービス事業開設者研修
       （平成18年度以降）

適 否

【サテライト型】

(1)　代表者は本体事業所の代表者であるか。
 　  ※本体事業所が看護小規模多機能型居宅介護事業所であ
       り、代表者が認知症対応型サービス事業開設者研修を
       修了していない場合は、当該研修了者を代表者とする
       こと。

適 否

第３　設備に関する基準
１　登録定員及び利用定員
(1)　登録定員は２９人以下となっているか。
　　 ※１５人を超える場合は、居間・食堂の合計面積が１人
       当たり３㎡以上を確保することが必要

適 否

【条例第87条】
 【予防条例第48条】
赤P576.1219

(2)　通いサービスの利用定員は登録定員の２分の１から１８
   人までとなっているか。（サテライト型は１２人まで）

適 否

(3)　宿泊サービス利用定員は通いサービスの利用定員の３分
   の１から９人までとなっているか。(サテライト型は６人
   まで)

適 否

２　設備及び備品等
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確認事項 適 否 根拠条文・確認書類等

(1)　事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、便所及び
   洗面設備、消火設備(消防法その他法令等に規定された設
   備)を有するか。

適 否

【条例第88条】
【予防条例第49条】

(2)　居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さ
   か。

適 否
赤P576～578
  P1219.1220

   ①原則として利用者及び従業者が一堂に会するのに十分な
     広さを確保すること

適 否

   ②居間及び食堂は同一の場所で可能。この場合、機能が独
     立していることが望ましい。

適 否

(3)  宿泊室の定員は１人となっているか。
     （夫婦で利用する等利用者の処遇上必要と認められる場
       合は、２人部屋とすることが可。）

適 否

(4)  宿泊室の床面積は、７．４３㎡以上となっているか。
 　  （他の利用者が通らない縁側等は面積に含めてよい。）

適 否

(5)　個室以外の宿泊室を設ける場合は７．４３㎡に宿泊定員
   から個室定員数を減じた数を乗じて得た面積以上で、その
   構造はプライバシーが確保されたものか。
   （プライバシーの確保とは、パーテーションや家具等によ
     り視線の遮断が必要であるが、壁や襖までは要しない。
     カーテンはプライバシーが確保されたものとは認められ
     ない。）

適 否

(6)　便所は、要介護者が使用するのに適したものであるか。 適 否

第４　運営に関する基準
１　内容及び手続の説明及び同意 適 否

(1)　サービス提供の開始に際し、重要事項を記した文書を交
   付して、説明を行っているか。

適 否
【条例第9条】
【予防条例第11条】

(2)  重要事項を記した文書に不適切な事項や漏れはないか。
       重要事項最低必要項目
       ①運営規程の概要
 　　　②従業者の勤務体制
       ③事故発生時の対応(体制・賠償)
       ④苦情処理の体制（事業所窓口、市の受付、
                         国保連の受付）
       ⑤利用者から事業者への緊急連絡先など
       ⑥利用申込者がサービスを選択するために必要な
         重要事項

適 否

赤P578.579
 ・重要事項説明書

(3)　利用申込者の同意は、適正に徴されているか。
     ※利用者及び事業者双方保護の観点から、書面によるこ
       とが望ましい。

適 否

(4)　事業所自己評価及び運営推進会議における評価を手交若
   しくは送付しているか。

適 否
赤P468

２　提供拒否の禁止                     事例の有・無

(1)　正当な理由なくサービスの提供を拒んでいないか。
  (提供を拒否したことがある場合は、どのような事例か。)
     正当な理由の例（通知）
     ①事業所の現員では対応しきれない。
     ②利用申込者の居住地が通常の実施地域外である。
     ③適切なサービスを提供することが困難な場合。

適 否

【条例第10条】
【予防条例第12条】
赤P579
・利用申込受付簿
・要介護度の分布がわか
  る資料

(2)　要介護度や所得の多寡を理由に提供を拒んでいないか。 適 否

３  サービス提供困難時の対応           事例の有・無

　自ら適切なサービスを提供することが困難である場合、利用申込者
に係る指定居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の事業者等
を紹介する等の必要な措置を速やかに講じているか。

適 否

【条例第11条】
【予防条例第13条】
赤P579
 ・利用申込受付簿

４  受給資格等の確認
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確認事項 適 否 根拠条文・確認書類等

(1)  サービス提供を求められた場合、以下の要件を被保険者
   証によって確認しているか。
     ①被保険者資格
     ②要介護（支援）認定の有無
     ③要介護（支援）認定の有効期間

適 否

【条例第12条】
【予防条例第14条】
赤P579
 ・サービス提供票
 ・個人記録

(2)　確認した後は、利用者へ被保険者証を返却しているか。 適 否

(3)  認定審査会意見が記載されている場合は、それに配慮し
   たサービスを提供するよう努めているか。  事例の有・無

適 否

５　要介護認定等の申請に係る援助         事例の有・無

(1)　利用申込者が要介護認定等を受けていない場合は、説明
   を行い、必要な援助を行っているか。
 　※必要な援助とは、既に申請が行われているかどうか確認
     し、申請をしていない場合は、利用申込者の意思を踏ま
     えて申請を促すこと。

適 否

【条例第13条】
【予防条例第15条】
赤P580

(2)  更新の申請は、有効期間の終了する６０日前から遅くと
   も３０日前までにはなされるよう必要に応じて援助を行っ
   ているか。

適 否

６  心身の状況等の把握

　サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれ
ている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の
把握に努めているか。

適 否

【条例第89条】
【予防条例第50条】
赤P580.1220
・サービス担当者会議
  の要点の記録

７  居宅サービス事業者等との連携
(1)　サービスの提供に当たっては、居宅サービス事業者、地
   域包括支援センター又は保健医療サービス若しくは福祉
   サービスを提供する者との密接な連携を図っているか。

適 否

【条例第90条】
【予防条例第51条】
赤P580.581.1220

(2)　小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、利用
   者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接な連
   携に努めているか。

適 否

(3)　サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族
   に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指
   定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び地域包括支
   援センター又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを
   提供する者との密接な連携に努めているか。

適 否

８　身分を証する書類の携行

(1)　訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を
   携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求めら
   れたときは、これを提示するよう指導しているか。

適 否

【条例第91条】
【予防条例第ぐ】
赤P581.1220
・身分を証する書類

(2)　証書等には事業所名称、従業者氏名が記載されている
   か。
 　　（職能の記載及び写真の貼付があることが望ましい。）

適 否

 (事業者が発行した
   証書、名札等）

９ サービスの提供の記録
(1)　サービスを提供した際には、提供日及び内容、保険給付
   の額その他の必要な事項を居宅サービス計画又はサービス
   利用票等に記載しているか。

適 否

【条例第20条】
【予防条例第21条】
赤P581

(2)　提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心
   身の状況その他の必要な事項を記録しているか。

適 否
 ・介護記録
 ・サービス提供票

　　 また、利用者からの申出があった場合には、文書交付そ
   の他の適切な方法（利用者の用意する手帳等に記載するな
   ど）により、情報提供しているか。

適 否

１０　利用料等の受領
〔法定代理受領サービスに該当する場合〕 適 否

　１割相当額（※）の支払を受けているか。
　　※各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合

適 否
【条例第92条】
【予防条例第53条】
赤P581.582.1221

〔法定代理受領サービスに該当しない場合〕  事例の有・無 適 否

(1)　１０割相当額の支払を受けているか。 適 否
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確認事項 適 否 根拠条文・確認書類等

(2)　基準額との間に不合理な差額が生じていないか。 適 否

〔その他の費用の支払を受けている場合〕    事例の有・無 適 否

   ①　利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の居住
     利用者に対して行う送迎に要する費用を受けている場合
     は、運営規程に従い適正に徴収されているか。

適 否

・運営規程

   ②　利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域
     の居宅において訪問サービスを提供する場合の交通費の
     額を受けている場合は、運営規程に従い適正に徴収され
     ているか。

適 否

   ③　食事代の支払いを受けている場合は、運営規程に従い
     適正に徴収されているか。

適 否
赤P1317.1318

   ④　宿泊費の支払いを受けている場合は、運営規程に従い
     適正に徴収されているか。

適 否

   ⑤　おむつ代の支払いを受けている場合は、運営規程に従
     い適正に徴収されているか。

適 否

   ⑥　「その他の日常生活費」の対象となる便宜の中で、支
     払を受けることができないもの（保険給付の対象となっ
     ているサービス）はないか。

適 否

 赤P1321～1325

   ⑦　「その他の日常生活費」の対象となる便宜の中で、保
     険給付の対象となっているサービスと明確に区分されな
     いあいまいな名目による費用の支払を受けていないか。

適 否

   ⑧　「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便
     宜を行うための実費相当額の範囲内で行われているか。
     （積算根拠は明確にされているか。）

適 否

   ⑨　「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額
     は、運営規程において定めているか。

適 否

   ⑩　「その他の日常生活費」の受領について、あらかじ
     め、利用者又はその家族に対して説明を行い、文書に利
     用者等の署名を受けることにより同意を得ているか。

適 否

   ⑪　「その他日常生活費」とは区分される費用についても
     同様の取扱いとしているか。

適 否

(3)　課税の対象外に消費税を賦課していないか。
     ※通常の事業の実施地域以外の訪問サービスについての
       交通費は課税される。

適 否

平成27年度版青P37

(4)　利用料等の支払いを受けた都度、領収証を交付している
   か。

適 否

(5)　領収証については、保険給付に係る１割（※）負担部分
   と保険給付対象外のサービス部分（個別の費用ごとに明記
   したもの）に分けて記載しているか。
   ※各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合

適 否

 介護保険法第42条の2第9
項（介護保険法第41条第8
項）
介護保険法施行規則第65条

１１ 保険給付の請求のための証明書の交付
〔法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した場
　合〕

適 否
【条例第22条】
【予防条例第23条】

　サービスの内容、費用の額等を記したサービス提供証明書を利用者
に交付しているか。 　　       　 事例の有・無

適 否
赤P582.583

１２ 指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護の基本取
     扱方針
(1)　利用者の要介護状態の軽減・悪化の防止、また、利用者
   の介護予防に資するよう、目標を設定し計画的に行ってい
   るか。

適 否

【条例第93条】
【予防条例第67条】

(2)　多様な評価の手法を用いて、提供するサービスの質の評
   価を行い、定期的に外部の者による評価を受けて、それら
   の結果を公表し、常にその改善を図っているか。

適 否

赤P583
  P466～468
  P1225

   ①　自己評価は少なくとも年に１回は実施しているか（新
     規は６か月後)

適 否
市解釈通知第2の4(1)ｱ
・居宅サービス計画書

   ②　外部評価は原則として少なくとも年１回は受けている
     か(新規は１年以内）

適 否
・小規模多機能型居宅
  介護計画書
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確認事項 適 否 根拠条文・確認書類等

   ③　「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」
     （以下「評価結果等」という。）を事業所内の見やすい
     場所に掲示するなどして広く開示しているか。

適 否

・自己評価及び外部評
  価結果

   ④　評価結果等を利用者及び利用者の家族へ手交もしくは
     送付等により提供しているか。

適 否
・目標達成計画

１３ 指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護の具体的
　　 取扱方針

(1)　利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができ
   るよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつ
   つ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境
   を踏まえ、サービスを柔軟に組み合わせることにより妥当
   適切に行っているか。
     ※週１回程度の利用は可能（必ずしも合理的ではなく、
       運営推進会議に回数等を報告し、適切なサービス提供
       であるかの評価を受けること。）
     ※宿泊サービスの上限は設けない（重度の者であれば、
       運営推進会議に報告し、評価を受けることを前提とし
       て、ほぼ毎日宿泊する形態も考えられる。）
     ※他の利用者の宿泊に対応できないような状況になれ
       ば、調整を行うことが必要となる。

適 否

【条例第94条】
 【予防条例第68条】
赤P583～585
   P1221.P1225～1227
 
 ・居宅サービス計画書
 ・小規模多機能型居宅
 　介護計画書
 ・介護記録書
 ・身体的拘束等に関す
   る記録

(2)　利用者一人一人の人格を尊重し、それぞれの役割を持っ
   て家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配
   慮しているか。

適 否

市解釈通知第2の4
の(1)のアの③
（以下（7）まで同じ）

(3)　漫然かつ画一的なものとならないよう、機能訓練及び日
   常生活を営むことができるよう配慮しているか。

適 否

(4)　サービスの提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨と
   し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供等につい
   て、理解しやすいように説明を行っているか。

適 否

(5)　利用者又は他の利用等の生命又は身体を保護するため緊
   急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行
   動を制限する行為を行っていないか。　　  事例の有・無

適 否

・身体的拘束等の適正化
   のための指針
・研修記録

(6)　身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その
   際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記
   録しているか。
 　　なお、記録に当たっては、「身体拘束ゼロへの手引き」
   に例示されている「身体拘束に関する説明書・経過観察記
   録」などを参考として適切な記録を作成し、保存している
   か。

適 否

(7)　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
   （テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす
   る。）を３月に１回以上開催し、その結果を従業者に周知
   しているか（令和７年度より義務化）。

適 否

     また、身体的拘束等の適正化のための指針を整備し、従
   業者に対し身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に
   実施しているか。

適 否

(8)　管理者及び従業者は、身体的拘束廃止を実現するために
   正確な事実認識、意欲を持っているか。

適 否

(9)　通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない
   状態（登録定員の概ね３分の１以下が目安）が続いてない
   か。

適 否

(10)　登録者が通いサービスを利用していない日において
    は、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による
    見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるた
    めに適切なサービスを提供しているか。

適 否

      ①　通い・宿泊・訪問サービスを合わせて概ね週４日
        以上行っているか。

適 否

      ②　通い・宿泊・訪問サービスを提供しない日であっ
        ても、電話による見守りを含め、何らかの形で関
        わっているか。

適 否
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確認事項 適 否 根拠条文・確認書類等

１４　居宅サービス計画の作成
(1)　介護支援専門員が登録者の居宅サービス計画の作成を
   行っているか。

適 否
【条例第95条】
【予防条例第68条】

(2)　指定居宅介護支援等基準条例第16条各号に掲げる具体的
   取扱方針に沿って行っているか。

適 否
赤P585.606
  P785～797

   ①　介護給付等対象サービス以外の利用も含めて居宅サー
     ビス計画に位置付けるよう努めているか。

適 否
【岡山市指定居宅介護支
 援等基準条例第16条】

   ②　適切な方法（課題分析標準項目）により、解決すべき
     課題を把握しているか。

適 否
課題分析標準項目
緑P800

   ③　アセスメントは、利用者の居宅を訪問し、利用者及び
     その家族に面接して行っているか。

適 否

   ④　③により把握された解決すべき課題に対応するための
     最も適切なサービスの組み合わせを検討し、原案を作成
     しているか。

適 否

   ⑤　サービス担当者会議を招集して、専門的な見地からの
     意見を求めているか。

適 否

   ・  利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る）の心身の状況
     等により、主治の医師又は歯科医師の意見を勘案して必
     要と認める場合その 他やむを得ない理由がある場合に
     ついては、担当者に対する照会等により、意見を求めて
     いるか。　                　　　　　　事例の有・無

適 否

   ⑥　計画の原案の内容について、保険給付の対象となるか
     を区分した上で、利用者又はその家族に対して説明し、
     文書により利用者の同意を得ているか。

適 否

   ⑦　居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付している
     か。

適 否

   ⑧　居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業
     者等に対して、各個別サービス計画の提出を求めている
     か。                                  事例の有・無

適 否

   ⑨　計画作成後においても、モニタリングを行い、必要に
     応じて計画の変更を行っているか。

適 否

   ・  利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認
     めるときは、利用者の心身又は生活の状況に係る情報の
     うち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医
     師若しくは歯科医師または薬剤師に提供しているか。

適 否

   ⑩　モニタリングについて、少なくとも１月に１回、利用
     者の居宅を訪問し、利用者に面接し、結果を記録してい
     るか。

適 否

   ⑪　要介護更新認定、区分変更の際には、サービス担当者
     会議の開催により、計画の変更の必要性について、専門
     的な見地からの意見を求めているか。

適 否

   ⑫　居宅サービス計画の変更時においても、作成時と同様
     に一連の業務を行っているか。

適 否

   ⑬　利用者が訪問看護、通所リハ等の医療サービスの利用
     を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同
     意を得て、主治医の意見を求めているか。
                                           事例の有・無

適 否

   ・  主治医の意見を求めた場合、居宅サービス計画を主治
     医に交付しているか。                  事例の有・無

適 否

   ⑭　福祉用具貸与を位置付ける場合には、サービス担当者
     会議で利用の妥当性を検討しているか。また、必要に応
     じて随時サービス担当者会議で継続の必要性を検証し、
     その理由を居宅サービス計画に記載しているか。
                                           事例の有・無

適 否

   ⑮  軽度者が、令和６年度版青本P.532ⅰ)～ⅲ）までのい
     ずれかに該当する旨について、医師の所見及び医師の名
     前を居宅サービス計画に記載しているか。
                                           事例の有・無

適 否
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   ⑯　福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、サービス
     担当者会議で利用の妥当性を検討しているか。
                                           事例の有・無

適 否

   ⑰　被保険者証に認定審査会意見が記されているときは、
     当該意見に従って、居宅サービスを提供するように努め
     ているか。                            事例の有・無

適 否

【サテライト型】

　研修修了者を配置する場合の居宅サービス計画の作成については、
本体事業所の介護支援専門員が行っているか。

適 否

１５　利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付
　登録者が他の小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合
その他登録者からの申出があった場合には、当該登録者に対し、直近
の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付している
か。

適 否

【条例第97条】
赤P586.1222

１６　小規模多機能型居宅介護計画の作成
(1)　計画の作成に関する業務は介護支援専門員が行っている
   か。

適 否
【条例第98条】
【予防条例第68条】

(2)　計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の
   機会の提供等により多様な活動（※）の確保に努めている
   か。
   ※  地域の特性や利用者の生活環境に応じたレクリエー
     ション、行事、園芸、農作業などの利用者の趣味又は嗜
     好に応じた活動等

適 否

赤P586.1225～1227
・小規模多機能型居宅
　介護計画
・居宅サービス計画
・利用者の個別記録
・サービス担当者会議
  の要点

(3)　計画の作成に当たっては、利用者の心身の状況、希望及
   びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と協
   議しているか。

適 否

     計画には、援助の目標、目標を達成するための具体的な
   サービスの内容等が記載され、これを基本としつつ、利用
   者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通い・訪
   問・宿泊サービスを組み合わせているか。

適 否

(4)　計画の作成に当たっては、その内容について利用者又は
   その家族に対して説明し、利用者の同意を得ているか。

適 否

(5)　計画を作成した際は、利用者に交付しているか。 適 否

(6)　計画作成後においても、実施状況及び利用者の様態の変
   化等を把握し、必要に応じ計画の変更を行っているか。

適 否

(7)　計画の変更を行う際にも(2)から(5)に準じて取り扱って
   いるか。

適 否

１７　介護等
(1)　介護は、利用者の心身の状況に応じ、その自主性を保
   ち、意欲的に日々の生活を送ることができるよう適切に行
   われているか。

適 否

【条例第99条】
【予防条例第69条】
  赤P586.587

(2)　利用者の負担により、指定小規模多機能型居宅介護の一
   部を付添者等に行わせていないか。

適 否
    P1227
・利用者に関する記録

(3)　食事その他の家事等は、可能な限り利用者と介護従業者
   が共同で行うよう努めているか。

適 否
・小規模多機能型居宅
 　介護計画

１８  社会生活上の便宜の提供等
(1)　利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏ま
   えた社会生活の継続のための支援に努めているか。

適 否
 【条例第100条】
 【予防条例第70条】

(2)　郵便、証明書等の交付申請等、利用者が必要とする手続
   等について、原則としてその都度、同意を得て代行してい
   るか。

適 否

赤P587.1227.1228
・利用者に関する記録
・小規模多機能型居宅
  介護計画

     金銭に係るものは、書面により事前に同意を得ている
   か。

適 否

     代行後は、その都度、本人に確認を得ているか。 適 否

(3)　必要に応じて、利用者が成年後見制度を活用することが
   できるように支援しているか。            事例の有・無

適 否
市解釈通知第2の1(1)ｱ⑦
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確認事項 適 否 根拠条文・確認書類等

(4)　利用者の家族に対し、会報の送付、行事への参加呼び掛
   け等、利用者とその家族が交流できる機会を確保するよう
   努めているか。

適 否

１９　利用者に関する市への通知           事例の有・無

　利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合、遅滞なく、意見を
付してその旨を市に通知しているか。
　①　正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わ
　　ず、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
　②　偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は
　　受けようとしたとき。

適 否

 【条例第29条】
 【予防条例第25条】
赤P587
・市町村に送付した通
  知に係る記録

２０　緊急時等の対応
(1)　緊急時の主治医等への連絡体制、連絡方法が整備されて
   いるか。

適 否
【条例第101条】
【予防条例第57条】

(2)　利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、
   速やかに主治の医師又は協力医療機関への連絡を行う等の
   必要な措置を講じているか。

適 否

赤P587.588.1222
・緊急連絡体制表

２１　管理者の責務
(1)　管理者は、当該事業所の従業者の管理、利用申込みに係
   る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に
   行っているか。

適 否

【条例第61条の11】
【予防条例第27条】
赤P588

(2)　管理者は、従業者に「運営に関する基準」を遵守させる
   ために必要な指揮命令を行っているか。

適 否
 ・組織図，組織規程
 ・業務分担表
 ・業務日誌

２２　運　営　規　程

　次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めてい
るか。また、実際に行っているサービスの内容と合致しているか。
　①事業の目的及び運営の方針
　②従業者の職種、員数及び職務の内容
　③営業日及び営業時間
　　（営業日は365日、訪問サービスは24時間、通い及び宿泊
　　　サービスはそれぞれの営業時間となっているか）
　④登録定員並びに通い定員及び宿泊定員
　⑤指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護の内容及び利
　　用料その他の費用の額
  ⑥通常の事業の実施地域
　　（客観的にその区域が特定されるものか。なお、当該地
　　　域は利用申込に係る調整等の観点からの目安であり、
　　　当該地域を越えてサービス提供を妨げるものではな
　　　い）
　⑦サービス利用に当たっての留意事項
　⑧緊急時、事故発生時等における対応方法
　⑨非常災害対策
　⑩身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を
　　行う場合の手続	
  ⑪虐待の防止のための措置に関する事項
  ⑫成年後見制度の活用支援
  ⑬苦情解決体制の整備
  ⑭その他運営に関する重要事項

適 否

【条例第102条】
【予防条例第58条】
赤P588.589
    P1222
市解釈通知第2の4(1)ｳ
 市解釈通知第2の1の(1)
 ｲ(20)⑤
 ・運営規程
 ・重要事項説明書

２３　勤務体制の確保等
(1)　事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、月
   ごとの勤務の実績とともに記録しているか。

適 否
【条例第61条の13】
【予防条例第29条】

     日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の看護職員、
   介護職員等の配置、管理者との兼務関係等を明確にしてい
   るか。

適 否

赤P589.590
 市解釈通知第2の3(2)ｳ
 市解釈通知第2の1(1)ｳ⑤

(2)  従業者の資質の向上のために、研修計画を作成し、計画
   に従って研修を実施しているか。

適 否
・勤務表
（原則として月ごと予
  定・実績）
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確認事項 適 否 根拠条文・確認書類等

(3)　実施した研修の内容に、高齢者の人権擁護、虐待防止等
   の内容が含まれているか。

適 否
・雇用契約書
・研修計画

(4)　全ての従業員（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支
   援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資
   格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認
   知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措
   置を講じているか。

適 否

・研修会資料
・就業規則
・運営規程・研修受講修
  了証明書
・出張命令

(5)  作成した研修計画に従い、当該事業所内で研修を実施す
   るとともに、研修機関が実施する研修への参加の機会を確
   保するなど、従業者の計画的な人材育成に努めているか。

適 否

(6)　職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背
   景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた
   ものにより従業者の就業環境が害されることを防止するた
   めの方針の明確化等の必要な措置を講じているか。

適 否

(7)　当該事業所の従業者によってサービス提供しているか。
   ただし、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさ
   ない業務については、委託等を認めるものである。

適 否

２４　業務継続計画の策定等
(1)　感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する
   サービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体
   制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を
   策定し、計画に従い必要な措置を講じているか。

適 否

【条例第33条の2】
【予防条例第29条の2】
　赤P591.592
・業務継続計画

(2)　従業者に対し、業務継続計画について周知するととも
   に、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。

適 否
・研修及び訓練の記録

(3)　定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業
   務継続計画の変更を行っているか。

適 否

２５　定員の遵守

　登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて
サービス提供していないか。
　ただし、通い及び宿泊サービスの利用は、登録者の介護者が急病等
のためサービス提供する必要が生じた場合や登録者全員を集めて催し
を兼ねたサービス提供をする場合など、一時的にその利用定員を超え
ることはやむを得ないもの。

適 否

【条例第103条】
 【予防条例第30条】
  赤P590.591.1222

 ・利用者名簿

２６　非常災害対策
【自然災害関係】

(1)　事業所が立地する地域の自然状況等を踏まえ、想定され
   る非常災害の種類ごとに、その規模及び被害の程度に応じ
   た非常災害への対応に関する具体的計画を策定するととも
   に、非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連携の
   体制を整備し、その計画等を定期的に従業者に周知してい
   るか。

適 否

【条例第104条】
 【予防条例第60条】
赤P592
  P1222
・防災計画
・訓練記録

(2)　当該事業所の見やすい場所に、(1)の計画等の概要を掲
   示しているか。

適 否
 ・防災（非常災害時）
   協定等

     また、非常災害時の関係機関への通報一覧表及び当該事
   業所における緊急連絡網並びに避難経路等非常災害時に直
   ちに実施すべき事項の概要を掲示しているか。

適 否

市解釈通知第2の3(2)ｴ

(3)　上記計画に従い、避難・救出訓練等を定期的に行ってい
   るか。

適 否

(4)　避難・救出訓練等の実施に当たって、地域住民の参加が
   得られるよう連携に努めているか。

適 否

(5)　災害時における利用者等の安全の確保が図られるよう、
   あらかじめ、近隣の自治体、地域住民、地域密着型サービ
   ス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供
   する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に
   努めているか。

適 否

13 ページ



確認事項 適 否 根拠条文・確認書類等

(6)　災害時には、当該事業所の利用者に限らず、地域の高齢
   者、障害者、乳幼児等の特に配慮を要する者を受け入れる
   等、可能な限り援護が必要となった者への支援協力に努め
   ているか。

適 否

【防火・消防関係】

(1)　防火管理者を選任し、消防計画を作成させ、管轄の消防
   署に届け出るとともに防火管理に必要な業務を行っている
   か。

適 否

・防火管理者選任届出書
 ・消防計画
   (作成届出書)

(2)　防火管理者を置かなくてもよいとされる事業所にあって
   は、責任者を定め、消防計画に準ずる計画の樹立等の業務
   を行わせているか。

適 否

・消防計画に準ずる計画

(3)　消防法等に基づいて、定期的に消火訓練、避難訓練を
   行っているか。

適 否
・訓練記録

(4)　消火用設備の点検を実施しているか。 適 否

(5)　火災等の災害時に，地域の消防機関へ速やかに通報する
   体制をとるよう従業員に周知徹底するとともに，日頃から
   消防団や地域住民との連携を図り，火災等の際に消火・避
   難等に協力してもらえるような体制作りをしているか。

 　参考　消防署の立入検査日：　　　　年　　月　　日
 　　　　指示事項：
 　　　　処理事項：

適 否

２７　協力医療機関等
(1)　協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあるか。 適 否 【条例第105条】

(2)　協力歯科医療機関を定めておくよう努めているか。 適 否 【予防条例第6１条】

(3)　特養、老健、協力医療機関との間であらかじめ必要な事
   項を取り決めているか。
   （利用者の入院、休日夜間における緊急時等の対応等のた
     め）

適 否

赤P594.1222.1223
・契約書
・連携支援体制協定書
 　等

２８　衛生管理等
(1)　利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供
   する水の衛生管理をしているか。

適 否
【条例第61条の16】
【予防条例第32条】

(2)　感染症が発生、まん延しないよう必要な措置を講じてい
   るか。

適 否
赤P592～594

     ①感染症の予防、まん延防止のための対策を検討する委
       員会をおおむね６月に１回以上開催するとともに、結
       果について従業者に周知徹底を図っているか。

適 否

・委員会に関する記録

     ②感染症の予防、まん延防止ための指針を整備している
       か。

適 否
・感染症の予防、まん延
  防止のための指針

     ③従業者に対し、感染症の予防、まん延防止のための研
       修及び訓練を定期的に実施しているか。

適 否
・研修・訓練の記録

     ④新型コロナウイルス、メチシリン耐性ブドウ球菌
       (MRSA)、結核、疥癬、インフルエンザ疾患等に対する
       対策

適 否

・受水槽の清掃記録
・水質検査等の記録
・衛生マニュアル

     ⑤タオルの共用使用の禁止 適 否

     ⑥手指消毒薬剤の配置、消毒器の設置、使い捨て手袋の
       使用等食中毒及び感染症の発生を防止するための措置
       として、保健所と常に密接な連携に努め、助言、指導
       を受けた場合は、適切に改善しているか。

適 否

・指導等に関する記録

         特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症
       対策、レジオネラ対策等については、適切な措置を講
       じているか。

適 否

「高齢者介護施設にお
 ける感染対策マニュア
 ル」（H25.3版）

(3)　空調設備等により施設内の適温の確保に努めているか。
   （施設内の温度設定等は適切なものか。例：室温25度、
     湿度85％以下等）

適 否

２９　掲　　示
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確認事項 適 否 根拠条文・確認書類等

(1)　重要事項の掲示方法は適切か。(場所、文字の大きさ等)
   （重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、いつでも
     関係者に自由に閲覧させることにより掲示に代えること
     は可）

適 否

【条例第35条】
【予防条例第33条】
赤P595

(2)　掲示事項はすべて掲示されているか。
     ①運営規程の概要
     ②従業者の勤務体制
     ③苦情を処理するために講ずる措置の概要
     ④利用料その他の利用申込者のサービスの選択に資する
       と認められる重要事項

適 否

(3)　掲示事項の内容、実際に行っているサービス内容、届け
   出ている内容が一致しているか。

適 否

(4)　「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を
   事業所内の見やすい場所に掲示しているか。

適 否

(5)　重要事項をウェブサイトに掲示・公表しているか。
　　※ウェブサイト：法人のホームページ等又は
　　　　　　　　　　介護サービス情報公表システム
　　　　　　　　　　（令和７年度より義務化）

適 否

３０　秘密保持等
(1)　利用者の個人記録の保管方法は適切か。 適 否 【条例第36条】

(2)　従業者が業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏
   らすことがないよう、必要な措置を講じているか。(就業
   規則に盛り込む等の雇用時の取決め、違約金についての定
   めを置く等）

適 否

【予防条例第34条】
赤P595.596
・就業時の取り決め等
　の記録(就業規則)

(3)　サービス担当者会議など部外で個人情報を用いる場合
   は、利用者又はその家族に適切な説明(利用の目的、利用
   される範囲等)がされ、利用者及びその家族からあらかじ
   め文書による同意を得ているか。

適 否

・誓約書
・利用者及び家族の同意
  書

(4)　同意内容以外の事項まで情報提供していないか。 適 否

３１　広　　告

　虚偽又は誇大なものではないか。 適 否

【条例第37条】
【予防条例第35条】
赤P596
・パンフレット等

３２　指定居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）に
　　　対する利益供与の禁止
　指定居宅介護支援事業者（指定介護予防支援事業者）又はその従業
者に対し、利用者を紹介されることの対償として，金品その他の財産
上の利益を供与していないか。

適 否

 【条例第38条】
 【予防条例第36条】
赤P596

３３　苦情処理
(1)　苦情を受け付ける窓口、苦情処理の体制及び手順等を整
   備しているか。

適 否
 【条例第39条】
 【予防条例第37条】

(2)　苦情を受け付けた場合に、受付日、その内容等を記録し
   ているか。また、記録は５年間保存しているか。
                                          事例の有・ 無

適 否

赤P596.597
・苦情処理マニュアル
・運営規程

(3)　苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り
   組みを自ら行っているか。                事例の有・無

適 否
・重要事項説明書
・苦情に関する記録

(4)　介護保険法第23条の規定により市町村が行う調査に協力
   し、指導又は助言を受けた場合に改善を行っているか。
                                           事例の有・無

適 否

(5)　市町村から求めがあった場合には、(4)の改善の内容を
   市町村に報告しているか。               事例の有・無

適 否

(6)　国民健康保険団体連合会が行う調査に協力し、指導又は
   助言を受けた場合に改善を行っているか。  事例の有・無

適 否

(7)　国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、
   (6)の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告してい
   るか。                                 事例の有・無

適 否

３４　地域との連携
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確認事項 適 否 根拠条文・確認書類等

(1)　利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市職員、地
   域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護につ
   いて知見を有する者等による運営推進会議が設置されてい
   るか。

適 否

【条例第61条の17】
【予防条例第40条】
 赤P597～600

(2)　運営推進会議をおおむね２月に１回以上開催し、通い
   サービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告
   し、運営推進会議による評価を受け、必要な要望、助言等
   を聴いているか。

適 否

・地域交流に関する記録
・運営推進会議の記録

(3)　「自己評価及び外部評価結果」について説明している
   か。

適 否

(4)　運営推進会議の複数の事業所の合同開催については、利
   用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情
   報・プライバシーを保護すること、同一の日常生活圏域内
   に所在する事業所であるという条件を満たしているか。

適 否

     合同で開催する回数が、１年に開催すべき運営推進会議
   の開催回数の半数を超えないこととするとともに、外部評
   価を行う運営推進会議については、単独開催で行っている
   か。

適 否

(5)　前項の報告、評価、要望、助言等の記録を作成し、公表
   しているか。

適 否

(6)　地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行
   う等により地域との交流に努めているか。

適 否

(7)　事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に
   対して小規模多機能型居宅介護を提供する場合には、当該
   建物に居住する利用者以外の者に対しても小規模多機能型
   居宅介護の提供をするよう努めているか。

適 否

３５　居住機能を担う併設施設等への入居
　利用者が併設施設や他の施設へ入所等を希望した場合は、円滑にそ
れらの施設へ入所等が行えるよう、必要な措置を講ずるよう努めてい
るか。

適 否

【条例第108条】
【予防条例第64条】
赤P600.1223

３６　事故発生時の対応
(1)　事故発生時の連絡体制（市、利用者の家族等）が整えら
   れているか。

適 否
【条例第41条】
【予防条例第38条】

     事故が発生した場合の対応方法について、あらかじめ定
   めているか。

適 否
赤P600
・事故対応マニュアル

(2)　事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し
   ているか。                              事例の有・無

適 否
・事故に関する記録

     岡山市介護保険事故報告事務取扱要綱に基づき、岡山市
   事業者指導課へ報告しているか。

適 否

(3)　賠償すべき事態が生じた場合、速やかに損害賠償を行っ
   ているか。（損害賠償保険の加入又は賠償資力を有するこ
   とが望ましい。）

適 否

・損害賠償関係書類

(4)　事故が生じた場合は、その原因を解明し、再発防止策を
   講じているか。

適 否
・事故再発防止検討記録

３７　虐待の防止
(1)　事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会
   を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者
   に周知徹底を図っているか。

適 否

【条例第41条の2】
【予防条例第38条の2】
赤P600～603

(2)　事業所における虐待の防止のための指針を整備している
   か。

適 否
・委員会に関する記録
・虐待防止のための指針

(3)　事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研
   修を定期的に実施しているか。

適 否
・研修の記録

(4)　上記の措置を適切に実施するための担当者を置いている
   か。

適 否

３８　会計の区分

　指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所ごとに経理を区分
するとともに、小規模多機能型居宅介護の事業の会計と、その他の事
業の会計を区分しているか。

適 否

【条例第42条】
【予防条例第39条】
赤P603
・会計関係書類
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確認事項 適 否 根拠条文・確認書類等

３９　記録の整備
(1)　従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して
   いるか。

適 否
【条例第109条】
【予防条例第65条】

(2)　利用者に対するサービス提供に関する次に掲げる記録を
   整備し、その完結の日から５年間保存しているか。
 　　①居宅サービス計画
     ②小規模多機能型居宅介護計画
     ③身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身
       の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 　　④運営推進会議の報告、評価、要望、助言等の記録
 　　⑤具体的なサービスの内容等の記録
     ⑥市町村への通知に係る記録
 　　⑦苦情の内容等の記録
 　　⑧事故の状況、事故に際して採った処置の記録
     ⑨勤務の体制等の記録
 　　⑩介護(予防)給付及び利用料等に関する請求及び受領等
       の記録

適 否

赤P604.605.1223
市解釈通知第2の2(1)ｴ(9)

４０　電磁的記録等
(1)　作成・保存その他これらに類するもののうち、条例の規
   定において書面で規定されている又は想定されるものにつ
   いて、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行
   うことが可能。                          事例の有・無

赤P427.428

   ・保存は解釈通知に定められた方法により適切に行われて
     いるか。

適 否

   ・「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱
     いのためのガイダンス」等を遵守しているか。

適 否

(2)　交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するも
   の（以下「交付等」という。）のうち、条例の規定におい
   て書面で行うことが規定されている又は想定されているも
   のについて、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代
   えて、電磁的方法により行うことが可能。
                                           事例の有・無

   ・事前に利用者等の承諾を得ているか。 適 否

   ・交付は指定基準に準じた方法によっているか。 適 否

   ・同意は利用者等の意思表示が確認できる方法となってい
     るか。

適 否

   ・締結は、電子署名を活用しているか。 適 否

   ・「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱
     いのためのガイダンス」等を遵守しているか。

適 否

４１　利用者の安全等を検討する委員会の設置
　利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に
資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行
うことができる。）を定期的に開催していますか。
（令和９年度より義務化）

適 否

【条例第108条の2】
【予防条例第64条の2】
赤P603.604.1223

第５　変更の届出等

　変更の届出が必要な事項については、適切に届け出されているか。
　・事業所の専用区画は届出ている区画と一致しているか。
　・管理者は届け出ている者と一致しているか。
　・運営規程は届け出ているものと一致しているか。　等

適 否

【介護保険法第78条の5】

第６　介護給付費の算定及び取り扱い
１　基本的事項
(1)　所定単位数（割引の届出があればその額）により算定さ
   れているか。

適 否

(2)　「厚生労働大臣が定める１単位の単価」に別表に定める
   単位数を乗じて算定されているか。
   （事業所所在地が岡山市内＝７級地、１単位＝１０．１７
     円）

適 否

・介護給付費請求書及び
  明細書
青P542
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確認事項 適 否 根拠条文・確認書類等

(3)　１円未満の端数を切り捨てているか。 適 否

   ※［基本単位及び加算については、介護報酬編により自己
     点検］

第７　業務管理体制の整備等
(1)　業務管理体制届出書を提出しているか。 適 否

(2)　届出先や届出事項等に変更が生じた場合、速やかに必要
   な届出を行っているか。

適 否
赤P1374～

(3)　法令遵守責任者名等、届出の内容が従業者に周知されて
   いるか。

適 否

第８　介護サービス情報の公表
(1)　当該年度の報告依頼通知があったとき、介護サービス情
   報公表システムの入力を行っているか。

適 否
赤P1385～

(2)　当該年度に修正があった場合、入力を行っているか。 適 否

(3)　公表内容は、サービス提供の実態と乖離していないか。 適 否

【注】業務管理体制の整備等及び介護サービス情報の公表は「人員・設備・運営基準」に含ま

      れるものではありませんが、「介護サービス事業者」の業務として法律に明記されてい

      るものです。
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